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(57)【要約】
【課題】小型でありながら大きな変位変化率を有するこ
とのできる変位変換ユニット、加工機械を提供すること
を目的とする。
　他の目的は、大きな変位変化率を確保しつつ、出力を
大きくすることのできる変位変換ユニットを提供するこ
とにある。
【解決手段】アクチュエータ１５で発生する変位を変位
拡大ユニット２０によって増幅して加工ツールを変位さ
せる。変位拡大ユニット２０においては、第一の空間２
１と第二の空間２２の断面積比によって変位拡大率が決
まる。そして、第二の空間２２はベローズ２６とインナ
ー部材２７との間に形成された断面視円環状とした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容積が変化可能とされた第一の空間と、
　容積が変化可能とされた第二の空間と、
　前記第一の空間および前記第二の空間に封入され、前記第一の空間と前記第二の空間と
の間で圧力を伝達する流体と、
　外部から入力された力による変位によって前記第一の空間の容積を変化させる変位入力
部と、
　前記第一の空間の容積の変化が前記流体を介して伝達されたときに、前記第二の空間の
容積が変化することで生じる変位を外部に出力する変位出力部と、を備え、
　前記第一の空間および前記第二の空間の一方は、前記第一の空間および前記第二の空間
の他方よりも断面積が小さく、かつ断面視環状で、その外周面を形成するアウター部材と
内周面を形成するインナー部材との間に形成されていることを特徴とする変位変換ユニッ
ト。
【請求項２】
　前記第二の空間は、前記第一の空間よりも断面積が小さく、かつ断面視環状で、
　前記変位出力部は、前記変位入力部に入力された力による前記変位を、前記第一の空間
と前記第二の空間の断面積比に応じて拡大して外部に出力することを特徴とする請求項１
に記載の変位変換ユニット。
【請求項３】
　前記第一の空間は、前記第二の空間よりも断面積が小さく、かつ断面視環状で、
　前記変位出力部は、前記変位入力部に入力された力による前記変位を、前記第一の空間
と前記第二の空間の断面積比に応じて縮小して外部に出力することを特徴とする請求項１
に記載の変位変換ユニット。
【請求項４】
　前記第二の空間内における前記流体の圧力を高める圧力増加部をさらに備えることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載の変位変換ユニット。
【請求項５】
　前記アウター部材および前記インナー部材が蛇腹状のベローズによって形成されている
ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の変位変換ユニット。
【請求項６】
　外部から前記変位入力部への力の入力が、圧電素子により行われることを特徴とする請
求項１から５のいずれに記載の変位変換ユニット。
【請求項７】
　加工対象となるワークを保持するワーク保持部と、
　前記ワーク保持部に保持された前記ワークに対して加工を施す加工ツールと、
　前記ワークと前記加工ツールの少なくとも一方を相対的に移動させる移動機構と、
　前記加工ツールを前記ワークに対して相対的に進退させるための変位を生じさせるアク
チュエータと、
　前記アクチュエータで生じた変位を拡大または縮小して前記加工ツールに伝達する変位
変換部と、を備えた加工機械であって、
　前記変位変換部は、
　容積が変化可能とされた第一の空間と、
　容積が変化可能とされた第二の空間と、
　前記第一の空間および前記第二の空間に封入され、前記第一の空間と前記第二の空間と
の間で圧力を伝達する流体と、
　外部から入力された力による変位によって前記第一の空間の容積を変化させる変位入力
部と、
　前記第一の空間の容積の変化が前記流体を介して伝達されたときに、前記第二の空間の
容積が変化することで生じる変位を外部に出力する変位出力部と、を備え、
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　前記第一の空間および前記第二の空間の一方は、前記第一の空間および前記第二の空間
の他方よりも断面積が小さく、かつ断面視環状で、その外周面を形成するアウター部材と
内周面を形成するインナー部材との間に形成されていることを特徴とする加工機械。
【請求項８】
　前記第二の空間内における前記流体の圧力を高める圧力増加部をさらに備えることを特
徴とする請求項７に記載の加工機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば非円形加工を行う加工機械、およびそれに用いることのできる変位変
換ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　旋盤等の加工機械において例えば非円形加工を行う場合、主軸に保持されたワーク（加
工対象物）に対し、加工ツールを、主軸の回転軸方向に直交する方向（径方向）に変位さ
せる変位機構を備える必要がある。このような変位機構においては、主軸の回転に連動し
て加工ツールを精度よく変位させなければならず、高い応答性と高精度で駆動できるアク
チュエータを用いる必要がある。
　近年、高い応答性、高精度を有するアクチュエータとして、圧電素子を用いることが注
目されている。圧電素子は、電圧を印加したときの素子自体の電歪効果によって生じる圧
電素子の変形により、変位を生じさせる。このようにして発生する圧電素子自体の変位量
は、一般的には５０μｍ程度であり、最小分解能が１ｎｍ程度のものもある。
【０００３】
　圧電素子等のアクチュエータを用いて変位を生じさせる場合、その変位をリンクやレバ
ー等を用いた変位拡大機構で拡大することがある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　他の変位拡大機構としては、図４（ａ）に示すように、第一の空間１と、第一の空間１
に連通し、第一の空間１よりも小さな断面積を有した第二の空間２とを備え、これら第一
の空間１および第二の空間２に液体が充填されたものがある（例えば、非特許文献１参照
。）。第一の空間１は、アクチュエータ３側に設けられ、第一の空間１の一面側にはダイ
ヤフラム４が設けられている。第二の空間２は、例えば蛇腹状で一方向に沿って伸縮可能
とされたベローズ５内に形成されている。
　図４（ｂ）に示すように、アクチュエータ３の作動によってダイヤフラム４が押圧され
ると、第一の空間１内の体積が変化する。ダイヤフラム４が押圧されて第一の空間１の体
積が変化すると、この変化が液体を介してベローズ５に伝達されることで、ベローズ５は
伸縮する。その結果、ベローズ５の伸縮の結果、押圧対象である加工ツール６が押圧され
て変位する。このとき、ベローズ５の先端部、つまり加工ツール６の変位は、パスカルの
定理により、第一の空間１側のダイヤフラム４の変位、つまりアクチュエータ３の変位に
対し、第一の空間１と第二の空間２の断面積比の二乗に比例して増幅されたものとなる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－８８８３７号公報
【非特許文献１】大堀幸雄、森本喜隆、市田良夫、佐藤隆之介、「変位拡大機構を持つ切
込み装置の開発とその応用－非円形加工への適用－」、２００６年度精密工学会秋季大会
学術講演会講演論文集、精密工学会、２００６年９月４日発行、Ｐ５５５～５５６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術のように、変位拡大機構として、リンクや
レバーを用いる場合、大きな変位拡大率を得ようとするとリンクやレバーを大きくしなけ
ればならず、変位機構の大型化に繋がる。さらに、リンクやレバーを大きくするには、こ
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れらに高い剛性も要求され、これは変位機構の大型化、重量増につながる。
【０００７】
　また、図４に示したようなパスカルの定理を用いた変位拡大機構の場合、第一の空間１
側と第二の空間２側の断面積比を大きくすれば、大きな変位拡大率を得ることができる。
しかしながら、第一の空間１側の断面積を大きくしたのでは、装置の大型化につながる。
一方、第二の空間２側の断面積を小さくする場合には、第二の空間２を形成するベローズ
５の内径が小さくなるため、装置の大型化にはつながらない。しかし、第二の空間２側の
断面積を小さくすれば小さくするほど加工が困難となり、加工コストの増大を招く。
【０００８】
　ところで、図４に示したような構成では、押圧対象に対して作用する力は、押圧対象を
押圧する流体の圧力が作用する部分の断面積、すなわち第二の空間２の断面積に比例する
。したがって、第二の空間２の断面積を小さくすることで大きな変位拡大率が得られたと
しても、断面積の小さな第二の空間２では、出力を大きくすることができないという問題
も伴う。
　本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、小型でありながら大きな
変位変化率を有することのできる変位変換ユニット、加工機械を提供することを目的とす
る。
　他の目的は、大きな変位変化率を確保しつつ、出力を大きくすることのできる変位変換
ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的のもとになされた本発明の変位変換ユニットは、容積が変化可能とされた第
一の空間と、容積が変化可能とされた第二の空間と、第一の空間および第二の空間に封入
され、第一の空間と第二の空間との間で圧力を伝達する流体と、外部から入力された力に
よる変位によって第一の空間の容積を変化させる変位入力部と、第一の空間の容積の変化
が流体を介して伝達されたときに、第二の空間の容積が変化することで生じる変位を外部
に出力する変位出力部と、を備える。ここで、第一の空間および第二の空間の一方は、第
一の空間および第二の空間の他方よりも断面積が小さく、かつ断面視環状で、その外周面
を形成するアウター部材と内周面を形成するインナー部材との間に形成されている。ここ
で、環状とは、円環状に限らず、矩形の環状等をも含むものとする。
　このような構成の変位変換ユニットにおいては、外部から入力された力による変位によ
って第一の空間の容積変化が生じると、この容積変化は、第一の空間と第二の空間に封入
された流体を介して第二の空間に伝達され、第二の空間において容積の変化が生じる。第
二の空間において容積の変化が生じると、この容積の変化に基づく変位は変位出力部から
外部に伝達される。このとき、第二の空間の容積変化による変位は、前記の第一の空間で
の容積変化による変位に対し、第一の空間と第二の空間の断面積比に応じて拡大または縮
小される。その結果、第二の空間の容積変化によって変位出力部から外部に出力される変
位は、第一の空間に入力された変位を拡大または縮小したものとなる。
　ここで、本発明の変位変換ユニットにおいては、第一の空間および第二の空間の一方は
、第一の空間および第二の空間の他方よりも断面積が小さく、かつ断面視環状とされてい
るので、第二の空間の外径を大きくすることが可能となる。これにより、同等の変位拡大
または縮小率を得る場合、従来よりも第二の空間の外径を大きく確保することができ、加
工等が容易となる。また、同じ外寸であれば、従来よりも大きな変位拡大または縮小率を
得ることができる。
【００１０】
　つまり、第二の空間が、第一の空間よりも断面積が小さく、かつ断面視環状であれば、
変位出力部は、変位入力部に入力された力による変位を、第一の空間と第二の空間の断面
積比に応じて拡大して外部に出力する。
　逆に、第一の空間が、第二の空間よりも断面積が小さく、かつ断面視環状であれば、変
位出力部は、変位入力部に入力された力による変位を、第一の空間と第二の空間の断面積
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比に応じて縮小して外部に出力する。
【００１１】
　ここで、第二の空間内における流体の圧力を高める圧力増加部をさらに備えるができる
。第二の空間内における流体の圧力を高めるには、例えば第二の空間に対して突出可能な
ピストン等を用いることができる。
【００１２】
　アウター部材およびインナー部材は、蛇腹状のベローズによって形成するのが好ましい
。これにより、第二の空間の容積変化によってベローズが伸縮するので、ベローズの伸縮
方向に沿った変位として出力することができる。
【００１３】
　このような変位変換ユニットの変位入力部に対して外部から力の入力がなされるが、そ
の外部から変位入力部への力の入力は、圧電素子により行うこともできる。
　半導体産業、バイオメディカル産業等における超精密位置決めを要する製造装置や検査
装置においては、圧電素子を用いた機構の他、ボールねじ駆動機構、リニアモータ駆動機
構、超音波駆動機構等も用いられている。変位を生じさせる機構には、他にもエアシリン
ダや油圧シリンダを用いた機構等も存在する。本発明の変位変換ユニットは、これらの機
構に組み合わせて適用することが可能である。
【００１４】
　本発明は、加工対象となるワークを保持するワーク保持部と、ワーク保持部に保持され
たワークに対して加工を施す加工ツールと、ワークと加工ツールの少なくとも一方を相対
的に移動させる移動機構と、加工ツールをワークに対して相対的に進退させるための変位
を生じさせるアクチュエータと、アクチュエータで生じた変位を拡大または縮小して加工
ツールに伝達する変位変換部と、を備えた加工機械にも適用可能である。
　ここで、移動機構においては、ワークと加工ツールの一方を回転させることで相対的に
回転させるものや、ワークと加工ツールの一方を少なくとも一軸方向に相対的に移動させ
るもの等がある。さらに、ワークと加工ツールを、二軸以上の方向に移動させるもの等に
対しても本発明は適用可能である。
　そして、変位変換部は、容積が変化可能とされた第一の空間と、容積が変化可能とされ
た第二の空間と、第一の空間および第二の空間に封入され、第一の空間と第二の空間との
間で圧力を伝達する流体と、外部から入力された力による変位によって第一の空間の容積
を変化させる変位入力部と、第一の空間の容積の変化が流体を介して伝達されたときに、
第二の空間の容積が変化することで生じる変位を外部に出力する変位出力部と、を備え、
さらに、第一の空間および第二の空間の一方は、第一の空間および第二の空間の他方より
も断面積が小さく、かつ断面視環状で、その外周面を形成するアウター部材と内周面を形
成するインナー部材との間に形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、小型でありながら大きな変位変化率を有することのできる変位変換ユ
ニット、加工機械を提供することができる。また、圧力増加部により第二の空間における
流体の圧力を高めることで、大きな変位変換率を確保しつつ、出力を大きくすることが可
能となる。
【００１６】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態における加工機械１０を説明するための図である。
　図１に示すように、加工機械１０は、図示しないモータ等の駆動源（移動機構）によっ
て回転駆動される主軸１１と、加工対象のワーク１００を加工する加工ツール１２と、加
工ツール１２を主軸１１の軸線に直交する方向に変位させる変位機構１３とを備える。
【００１７】
　加工対象となるワーク１００は、主軸１１に設けられたワーク保持部１１ａによって保
持され、主軸１１とともに回転する。
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　加工ツール１２および変位機構１３は、主軸１１の回転軸方向、および回転軸に直交し
た方向に移動可能なベーステーブル１４上に設けられている。
【００１８】
　図２に示すように、変位機構１３は、前記の方向に沿った変位を生じさせるアクチュエ
ータ１５と、アクチュエータ１５の変位を拡大する変位拡大ユニット（変位変換ユニット
、変位変換部）２０とから構成されている。
　アクチュエータ１５には、様々なものを用いることが可能であるが、加工機械１０にお
いて加工ツール１２を変位させるという用途からして圧電素子を用いるのが好適である。
【００１９】
　変位拡大ユニット２０は、全体として筒状をなしている。この変位拡大ユニット２０は
、アクチュエータ１５側に配置される第一の空間２１と、加工ツール１２側に配置される
第二の空間２２とを有している。
【００２０】
　第一の空間２１は、筒状で、その軸線方向に伸縮可能な蛇腹状のベローズ２３によって
、その内側に形成されている。ベローズ２３の一端側はプレート（変位入力部）２４によ
って塞がれている。このプレート２４はアクチュエータ１５の先端部１５ａに当接してお
り、アクチュエータ１５から入力される変位を受けるようになっている。ベローズ２３の
他端側は中間ブロック３０に連結されている。
【００２１】
　第二の空間２２は、筒状で、その軸線方向に伸縮可能な蛇腹状のベローズ（アウター部
材）２６と、このベローズ２６の内径よりも小さな外径を有したインナー部材２７との間
に形成されており、断面視円環状をなしている。ベローズ２６の内径、つまり第二の空間
２２の外径は、ベローズ２３の内径と略同寸法とされている。これにより第二の空間２２
は、第一の空間２１よりも断面積が小さく形成されている。
　ベローズ２６の一端側はプレート（変位出力部）２８によって塞がれている。このプレ
ート２８は加工ツール１２を取り付けるツール保持ブロック２９に取り付けられており、
プレート２８の変位をツール保持ブロック２９に伝達（出力）する。ベローズ２６の他端
側は中間ブロック３０に連結されている。
　インナー部材２７は、ベローズ２６の内側に円環状の第二の空間２２を形成するために
設けられるものであるが、ベローズ２６と一体的に伸縮できるよう、同様の蛇腹状のベロ
ーズによって形成するのが好ましい。
【００２２】
　中間ブロック３０は、前記のベーステーブル１４に固定状態で取り付けられている。こ
の中間ブロック３０には、その内側に断面円形の孔３１が形成されている。孔３１は、そ
の内径がベローズ２６の内径とほぼ同寸法となるように形成するのが好ましい。
　孔３１の内部には、円盤状のプレート３２が設けられている。このプレート３２には、
予め定められた内径を有したオリフィス孔３２ａが形成されている。プレート３２は、孔
３１内において第一の空間２１側に固定状態で設けられており、ベローズ２３を塞ぐよう
に設けられている。
　孔３１の内部において、プレート３２に対しベローズ２６が設けられている側には、イ
ンナー部材２７に連続する柱状部材３４が設けられている。これによって、孔３１内にお
いても、孔３１の内周面と柱状部材３４との間は、第二の空間２２に連続する断面円環状
の空間３５が形成されている。ここで、特に区別を要する場合を除き、この空間３５は第
二の空間２２の一部として含むものとする。
　これにより第一の空間２１と第二の空間２２は、プレート３２を挟んで対向し、オリフ
ィス孔３２ａによって互いに連通している。
【００２３】
　そして、第一の空間２１、第二の空間２２、空間３５には、油等の液体（流体）Ｌが封
入されている。
　このような変位拡大ユニット２０において、アクチュエータ１５でプレート２４を加工
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ツール１２側に押圧すると、図２（ｂ）に示すように、固定状態の中間ブロック３０との
間でベローズ２３が縮み、これによって第一の空間２１の容積が減少する。これによって
液体Ｌは第一の空間２１から押し出され、プレート３２のオリフィス孔３２ａを通って空
間３５および第二の空間２２側に流れ込む。すると、流れ込んだ液体Ｌの体積分だけ第二
の空間２２の容積が増加し、ベローズ２６が伸びる。その結果、プレート２８が加工ツー
ル１２側に移動し、加工ツール１２をアクチュエータ１５による変位の向きと同じ向きに
変位させることができる。
　一方、アクチュエータ１５でプレート２４をアクチュエータ１５側に変位させると、固
定状態の中間ブロック３０との間でベローズ２３が伸び、これによって第一の空間２１内
の体積が増加する。これにともなって液体Ｌはプレート３２のオリフィス孔３２ａを通っ
て空間３５および第二の空間２２側から第一の空間２１側に流れ込む。すると、流れ込ん
だ液体Ｌの体積分だけ第二の空間２２の体積が減少し、ベローズ２６が縮む。その結果、
プレート２８がアクチュエータ１５側に移動し、加工ツール１２をアクチュエータ１５に
よる変位の向きと同じ向きに変位させることができる。
　このようにしてアクチュエータ１５による変位が変位拡大ユニット２０を介して加工ツ
ール１２に伝達されるが、このとき、第一の空間２１の断面積Ａ１よりも第二の空間２２
の断面積Ａ２の方が面積が小さいため、パスカルの定理に基づき、第一の空間２１と第二
の空間２２との断面積比Ａ１／Ａ２により、アクチュエータ１５の変位Ｘ１に対し、プレ
ート２８の変位Ｘ２は（Ａ１／Ａ２）倍だけ増幅される。
【００２４】
　また、中間ブロック３０には、空間３５の容積を変化させる容積変化機構（圧力増加部
）４０を備えることもできる。容積変化機構４０では、空間３５の容積を変化（特に、通
常状態より容積を減少させる方向の変化）させることができるのであれば、いかなる機構
を用いても良い。例えば、中間ブロック３０の孔３１の内周面とほぼ同一面に位置した状
態から、孔３１の内方に突出可能なピストン４１と、このピストン４１を進退駆動させる
駆動バルブ等の進退駆動源４２とにより、容積変化機構４０を構成することができる。通
常時においては、ピストン４１を退避させてその先端面４１ａが孔３１とほぼ同一面に位
置する状態とし、必要時に進退駆動源４２によってピストン４１を前進させて孔３１の内
方に突出させるようにする。ピストン４１を突出させると空間３５の容積が減少する。す
ると液体Ｌの封入容積も減少するため、液体Ｌの圧力が増加する。
　プレート２８において、加工ツール１２を変位させるために発生する力Ｆは、液体Ｌの
圧力Ｐと第二の空間２２の断面積Ａ２とによって決まる（Ｆ＝Ｐ×Ａ２）。したがって、
上記のようにピストン４１の突出動作によって液体Ｌの圧力Ｐを増加させることで、プレ
ート２８から加工ツール１２に作用させる押圧力を高めることが可能となるのである。
　このようなピストン４１の前進動作は、アクチュエータ１５の動作に連動して行う。す
なわち、アクチュエータ１５でプレート２４を押圧して加工ツール１２側に変位させるこ
とで加工ツール１２を変位させるときに、アクチュエータ１５による押圧動作と同時、あ
るいはアクチュエータ１５による押圧動作を開始した後に、ピストン４１を突出させる。
【００２５】
　ところで、容積変化機構４０は、ピストン４１の進退動作によるものだけでなく、空間
３５の容積を変化させることができるのであれば、適宜他の機構を用いることが可能であ
る。
　また、中間ブロック３０内の空間３５の容積ではなく、他の部分（第一の空間２１や第
二の空間２２）の容積を変化させるようにしても良い。
　さらには、外部から液体Ｌをシリンダやポンプ等で送り込んだり抜いたりすることで液
体Ｌの圧力を増減させるようにしても良い。
【００２６】
　上述したような構成によれば、アクチュエータ１５で発生する変位を変位拡大ユニット
２０によって増幅して加工ツール１２を変位させることができる。このようにして、加工
機械１０においては、主軸１１で保持したワーク１００を回転させながら、主軸１１の回
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転角度と加工ツール１２の変位を同期させることにより、ワーク１００に対し、例えば楕
円形状や多角形形状等の非円形加工を行うことができる。
　このような変位拡大ユニット２０においては、第一の空間２１と第二の空間２２の断面
積比によって変位拡大率が決まるため、リンクやレバーを用いる場合のように、大きな変
位拡大率を得ようとするがために機構が大型化することもなく、小型でかつ軽量なものと
することができる。つまり、小型、軽量な変位拡大ユニット２０でありながら、大きな変
位を生じさせて非円形加工を行うことができるのである。このとき、アクチュエータ１５
として圧電素子を用いることで、高い応答性、高精度での駆動が行える。　
【００２７】
　また、液体Ｌは第一の空間２１、第二の空間２２、空間３５に封入されており、外部に
循環したりすることもないため、液漏れが生じることもなく、メンテナンス性、耐久性に
優れた構成となっている。
【００２８】
　加えて、変位拡大ユニット２０において、第一の空間２１と第二の空間２２の断面積比
によって変位拡大率が決まるが、第二の空間２２はベローズ２６とインナー部材２７との
間に形成された断面視円環状となっている。したがって、変位拡大率を大きくするために
第二の空間２２の断面積を小さくする場合においても、図４に示したような従来の構成に
比較し、ベローズ２６の内径を大きくすることができる。
　ここで、具体的な例を挙げて検討した。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　表１に示すように、第一の空間２１の外径を１００ｍｍ、第二の空間２２の外径を１０
ｍｍ、内径を８ｍｍとした場合（実施例）、変位拡大率は２７８倍となる。つまりアクチ
ュエータ１５を１ｎｍ作動させれば、加工ツール１２は２７８ｎｍ変位する。
　一方、従来の構成において、上記と同様、第一の空間１の外径を１００ｍｍとすると、
第二の空間２の外径を１０ｍｍとした場合（比較例１）、変位拡大率は１００倍となる。
つまり、同じ外観サイズであれば、本実施の形態における構成を適用することで、従来以
上に高い変位拡大率を得ることができる。
　また、従来の構成において、上記と同等の変位拡大率（２７８倍）を得ようとすると、
第一の空間１の外径を上記と同じ１００ｍｍとした場合（比較例２）、第二の空間２の外
径は６ｍｍとなる。これがｍｍ単位ではなくμｍ単位、ｎｍ単位と、第二の空間２の外径
が小さくなればなるほど加工が困難になる。これに対し本実施の形態の構成によれば、第
二の空間２２の外径は従来の構成における第二の空間２の外径よりも大きくすることがで
きるので、加工も容易であり、加工コストを抑えることができる。
【００３１】
　加えて、本実施形態の構成によれば、容積変化機構４０により、液体Ｌの圧力を高める
ことで、アクチュエータ１５から加工ツール１２に伝達される押圧力を増加させることが
できる。これにより、加工ツール１２をより大きな力で変位させることが可能となる。こ
れは、変位拡大ユニット２０における変位拡大率を高めれば高めるほど第二の空間２２の
断面積が小さくなり、発揮する押圧力が減少してしまうため、これを補うのに有効である
。つまり、上記構成によれば、大きな変位拡大率を確保しつつ、大きな押圧力を発揮する
ことができるのである。
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【００３２】
　なお、上記実施の形態では、変位拡大ユニット２０によりアクチュエータ１５の変位を
拡大する構成を示したが、この変位拡大ユニット２０は、変位縮小機構としても用いるこ
とが可能である。すなわち、図３に示すように、アクチュエータ１５側に第二の空間２２
を配し、加工ツール１２側に第一の空間２１を配する。このようにすれば、アクチュエー
タ１５で発生させた変位を縮小して、加工ツール１２を動作させることが可能となる。そ
の結果、従来にない微小寸法で加工ツール１２を変位させて加工を行うことが可能となる
。
【００３３】
　さらに、上記実施の形態では、主軸１１に保持されたワーク１００に対し、加工ツール
１２をアクチュエータ１５および変位拡大ユニット２０で変位させる構成としたが、加工
ツール１２側を変位させるのではなく、ワーク１００側を変位させるための機構として、
上記した変位拡大ユニット２０を用いても良い。
　また、フライス加工機のように、主軸で加工ツールを保持し、加工ツールを主軸の回転
とともに回転させる構成においても本発明を適用できる。
【００３４】
　加えて、第一の空間２１、第二の空間２２の容積を変化させて変位を生じさせる構成と
してベローズ２３、２６を用いたが、これに限らず、例えばピストン・シリンダからなる
構成を用いることも可能である。
　また、第一の空間２１と第二の空間２２とで、プレート３２のオリフィス孔３２ａを通
して液体Ｌが流通可能な構成としたが、第一の空間２１と第二の空間２２との間を仕切り
壁で仕切っても良い。この場合、仕切り壁はダイヤフラムやピストン等によって形成し、
これらの変形や変位によって第一の空間２１と第二の空間２２との間で容積変化を伝達す
る。
　さらに、変位拡大ユニット２０は、全体として筒状をなした形状としたが、全体をＬ字
状等に形成して、変位の入力方向と出力方向とを異ならせる構成とすることも可能である
。その場合、ベローズ２３、２６の中間ブロック３０に対する取付角度を異ならせれば良
い。
　この他、用途についても、ワーク１００を加工する加工機械１０に限らず、他の様々な
装置、デバイス等に本発明を適用することが可能である。
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本実施の形態における加工機械の概略構成を示す図である。
【図２】アクチュエータと変位拡大機構の構成を示す図であり、（ａ）はアクチュエータ
で変位を生じさせていない状態、（ｂ）はアクチュエータで変位を生じさせた状態を示す
図である。
【図３】アクチュエータの変位を縮小させる場合の構成を示す図である。
【図４】従来の変位拡大機構の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０…加工機械、１１…主軸、１１ａ…ワーク保持部、１２…加工ツール、１３…変位
機構、１５…アクチュエータ、２０…変位拡大ユニット（変位変換ユニット、変位変換部
）、２１…第一の空間、２２…第二の空間、２３…ベローズ、２４…プレート（変位入力
部）、２６…ベローズ（アウター部材）、２７…インナー部材、２８…プレート（変位出
力部）、４０…容積変化機構（圧力増加部）、４１…ピストン、４２…進退駆動源、１０
０…ワーク
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